
  

通勤手当支給規則の運用方針について 

 

                                                制  定  昭44.４.16  総務   82 

                                                最近改正  令６.３.29  総務給 46 

第２条関係 

 １ この条の「通勤」とは、職員が勤務（宿日直勤務及び勤務を要しない日の勤務を含

む｡）のためその者の住居と勤務場所（そこに直接出勤することが常態であり、かつ、

出勤の確認を受ける場所をいう。以下同じ｡）との間を往復することをいう。 

 ２ 前項の「勤務場所」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、

当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修

等に係る施設を含む。ただし、当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって、

通勤していると認められないときは、この限りでない。 

 ３ この条の第１号の「交通機関」とは、鉄道、軌道、バス、船舶その他これらに類す

る施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。 

 ４ この条の第１号の「有料道路」とは、法令の規定により、その通行又は利用につい

て料金を徴収する道路（トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体と

なってその効用を全うするものを含む｡）をいう。 

 ５ この条の第１号及び第３号の「運賃等」には、株主優待乗車券（これに準ずるもの

を含む｡）を取得するための費用、急行料金、自転車預り料等は含まれない。 

 ６ この条の「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に

利用し得る最短の経路の長さをいう。 

７ この条の「使用」とは、交通機関により通勤できない者が自ら自転車等を使用できない

場合で、その者を送迎する者が代わりに使用する場合を含む。ただし、当該使用が通勤の

目的を達成するための送迎であり、かつ、送迎する者が通勤手当に相当する手当の支給を

受けていない場合に限る。 

 ８ 職員が通勤に使用する自転車等が当該職員の所有（共有を含む｡）に属する場合又

は職員が当該自転車等につき法的に正当な使用権を有すると認められる場合で、自ら

それを使用する職員に限り通勤手当を支給できるものとする。なお、夫又は妻の名義

で所有する自転車等を利用して夫婦の一方又は双方が通勤している場合は、これを夫

婦の共有に属するものと推定する。 

第３条関係 

 １ この条の第２項の「総務局長が定める事由」は、次の各号のいずれかに掲げる事由

とする。 

(1) 新たに職員となった者に対して新採用者研修を行うこと又は勤務場所を仮に定

めること 



  

(2) 長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等が月の初日か

ら末日までの期間の全日数にわたることにより当該研修等に係る施設が第２条関

係第１項の「勤務場所」とされているときにおける当該研修等の終了 

(3) 庁舎の移転により勤務場所に変更があること 

(4) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の６第７項第１号又は地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第６条第１項第１号若しくは

第18条第１項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成17

年大阪市条例第18号）第３条若しくは第４条の規定により任期を定めて採用された

職員（以下「任期付職員等」という。）が月の中途において採用されること 

(5) 任期付職員等が月の中途において任期の満了により退職すること 

(6) この条の第２項又は前各号の事由に準ずるものとして総務局長が定める事由 

 ２ 前項第２号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第２

項の「当該事由が生ずることとなる日の属する月」は、当該研修等の終了する日の属

する月の前月（その日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月）とし、

前項第５号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第２項

の「当該事由が生ずることとなる日の属する月（その日が月の初日である場合にあつ

ては、その日の属する月の前月）までの期間」は、退職する日（以下「退職日」とい

う。）の属する月の前月まで及び退職日の属する月の各期間とする。 

 ３ 通勤手当支給規則（昭和44年大阪市規則第32号。以下「規則」という｡）第５条第

１号ただし書により通勤手当が支給される職員の支給単位期間は、１箇月とする。  

第５条関係 

 １ この条の「総務局長が定める額」とは、次の各号に定める額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

(1) 通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。）を発行

している交通機関については、１箇月の定期券の価額をもとに、その月の現日数か

ら勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割により計算（以下「日

割計算」という。）した額。ただし、職員の給与に関する条例（昭和31年大阪市条

例第29号。以下「条例」という。）第12条の３第１項の規定により在宅勤務等手当

を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員について、この額が次

号に定めるところに準じて算出した当該利用区間に係る運賃等の額を超えるときは、

当該額とする。 

(2) 定期券を発行していない交通機関については、当該交通機関の利用区間に係る回

数乗車券の１箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるも

の（回数乗車券を発行していない交通機関等にあっては、当該交通機関等の利用区

間に係る１箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額）をもとに、日割計算した額 



  

(3) 規則第７条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれ

の交通機関等について、前２号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に

準じて算出した額 

 ２ この条の第１号の「当該交通機関等の利用区間」とは、当該交通機関等に係る乗車

駅から降車駅までの区間等をいい、通勤経路にＪＲ旅客会社を利用する区間が含まれ

る場合で、当該区間を２つに分割し、分割後の各々の区間に係る通用期間が支給単位

期間である定期券の価額の合計額が、分割前の区間に係る通用期間が支給単位期間で

ある定期券の価額より低廉となる場合は、分割後の各々の区間をいう。ただし、通勤

経路にＪＲ旅客会社を利用する区間が含まれる場合で、当該区間を３つ以上に分割す

る届け出がされた場合において、分割後の各々の区間に係る通用期間が支給単位期間

である定期券の価額の合計額が、最も低廉となる場合は、分割後の各々の区間をいう。 

３ この条の第１号及び第２号の「１箇月当たりの通勤所要回数」とは、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、当該各号に定める回数とする。ただし、職員の勤務内容等に

より、この回数によることが適当でないと認められる場合には、当該職員の勤務内容

等に応じて、別段の取扱いをすることができる。 

(1) 次の各号に掲げる職員以外の職員 20回 

(2) 条例第12条の３第１項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員 その者

の１週間当たりの勤務日数に応じ次に定める回数 

 ア 週５日勤務 11回 

 イ 週４日勤務 ６回 

 ウ 週３日勤務 ２回 

(3) 隔日勤務者（１回の勤務時間が24時間と定められている勤務に従事する者をい

う。） 11回 

(4) 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員若しくは育児短時間勤務職員又は

高齢者部分休業を取得している職員（１週間当たりの勤務日数が週５日の者を除

く。） その者の１週間当たりの勤務日数に応じ次に定める回数 

    ア 週４日勤務 16回 

    イ 週３日勤務 12回 

    ウ 週２日勤務 ８回 

    エ 週１日勤務 ４回  

４ この条の第１号ただし書の「交替制勤務に従事する職員」とは、前項第３号に掲げ

る職員とし、「その他の職員」とは、前項第４号に掲げる職員とする。 

 ５ この条の第２号の「回数乗車券の１箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額」と

は、回数乗車券の価額を使用可能回数で除して２を乗じた額に通勤所要回数を乗じて

得たものとする。 



  

第７条関係 

  この条のただし書に該当する場合の運賃等の額は、往路と帰路との交通機関のそれぞ

れの片道に要する回数乗車券（バス・地下鉄連絡普通券を利用し得る場合には、当該バ

ス・地下鉄連絡普通券。以下同じ｡）による運賃等の額の合計額とする。ただし、片道

に要する回数乗車券による運賃等の額が、当該経路の１箇月定期券による運賃等の額よ

りも高額となるときは、１箇月定期券による運賃等の額とする。 

第９条関係 

 １ この条の「総務局長が定める額」とは、規則第９条各項に規定する自転車等の使用

に係る手当額をもとに、日割計算した額（その額に１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とする。 

２ この条の「自転車等の使用距離」とは、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。 

 ３ この条の第２項の「総務局長が定める者」とは、下肢又は体幹に障害を有する者で、

かつ、当該障害の程度が自転車等を使用しなければ通勤することができない程度であ 

るものをいう。 

第10条関係 

 １ 通勤届の様式は、第１号様式及び第２号様式のとおりとする。ただし、教育委員会

所管の学校（幼稚園を含む。）の職員（以下「教職員」という。）に係る様式につい

ては、総務局長と協議のうえ、教育長が定める。なお、教職員へ対する教職員人事・

給与システムを使用する場合で、届出に関する事項が教職員以外の職員の様式の内容

と同様である場合は、協議を省略できるものとする。 

 ２ 職員が兼務により２以上の勤務場所に通勤している場合は、総務局長（教職員にあ

っては、教育長。第11条関係、第13条関係及び第16条関係において同じ。）に、それ

ぞれの通勤の実情を届け出なければならない。 

 ３ 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変る等の勤務態

様の変更（再任用短時間勤務職員（１週間当たりの通勤所要回数が４回以下の者に限

る。第６項において同じ。）の任期の更新及び在宅勤務等手当の支給の開始又は終了

があった職員で、引き続き当該開始又は終了の前と同一の交通機関等（自転車等を使

用する場合にあっては、引き続き当該開始又は終了の前と同一の使用距離）によって

通勤手当の額を算出することとなる場合を除く。）によるものを含む。 

 ４ 市町村合併等により、住所表示の変更があった場合は、第１項第２号に該当するも

のとする。 

 ５ 通勤の実情の一部に変更がある場合の届出については、変更内容に関係のない事項

（局部担当名、事業所名、所属コード、職員番号及び氏名を除く。）の記入を省略す

ることができる。 

 ６ 再任用短時間勤務職員の任期の更新及び在宅勤務等手当の支給の開始又は終了が



  

あった職員で、引き続き当該開始又は終了の前と同一の交通機関等（自転車等を使用

する場合にあっては、引き続き当該開始又は終了の前と同一の使用距離）によって通

勤手当の額を算出することとなる場合に係る通勤手当の額の変更については、各所属

からの報告をもって、規則第10条の規定による届出があったものとして取り扱うこと

ができる。 

第11条関係 

  総務局長は、職員から規則第10条の規定により届け出られた通勤経路、通勤方法等が、

規則及びこの運用方針等に定める基準に反する場合には、その届出にかかわらずに通勤

経路又は通勤方法（以下「通勤経路等」という｡）を認定して、通勤手当の月額を決定し、

又は改定することができる。この場合において、当該職員の実際の通勤経路等が変更さ

れない場合については、当該職員から届けられた通勤届については変更しないこととす

る。 

第13条関係 

 １ 規則第13条第１項ただし書（同条第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）

の「届出を受理した日」とは、職員が行った届出に係る書類等（情報システムによる

届出を含む。以下同じ。）を総務局長が受け付けた日（届出に係る書類等が２以上あ

る場合は、これらを受け付けた日のうち最も早い日）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項に規定する日の翌日から起算して30日を経過するま

での間に総務局長が書類等に不備があると認めることにより当該届出が完了しない

場合は、書類等を受け付けた日のうち最も遅い日を届出を受理した日とする。  

３ 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が規則第10条の規

定による届出を行うことができないと所属長からの申出により総務局長が認める期

間は、規則第13条第１項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとする。 

 ４ この条の第２項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合」とは、通勤経

路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったこ

とにより、条例第12条第２項第１号に規定する１箇月当たりの合計額が改定されるこ

ととなった場合等をいう。 

 ５ 規則第５条第１号（ただし書に該当する場合を除く。）により通勤手当を支給する

場合において、支給単位期間に対応する定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改

定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係るこの条

の第２項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなす。ただし、当該改定前

に規則第４条に規定する１箇月当たりの合計額が55,000円を超えていた場合は、当該

定期券の額が改定されたときをもってこの条の第２項の通勤手当の額を変更すべき

事実の生じた日とみなす。 

 ６ 規則第５条により通勤手当を支給する場合において、Osaka Metro及び大阪シティバス



  

の運行する交通機関並びにＪＲ旅客会社、阪急、阪神、京阪、南海及び近鉄の運行する鉄

道及び軌道の運賃の改定その他の総務局長が認める事由に係る届出については、総務局長

が規則第10条の規定による届出を待つまでもなく届出の目的を達しうると認められると

きは、その届出に代わる適宜の措置をもって、規則第10条の規定による届出があったもの

として取り扱うことができる。 

第15条関係 

１ この条の第１項第１号の「離職した場合」には、死亡した場合は含まれない。 

２ 通勤経路の変更により運賃等の額に変更はないものの、元の定期券で通勤できなく

なる場合は、この条の第１項第２号の「通勤手当の額が改定される場合」に該当する

ものとみなす。 

 ３ この条の第２項第１号に規定する事由発生月（以下「事由発生月」という。）が支

給単位期間に係る最後の月であること等により、同号に規定する払戻金相当額が０と

なる場合におけるこれらの規定に定める額は、０となる。 

 ４ この条の第２項第１号の「総務局長が定める月」は、次の各号に掲げる事由の区分

に応じ、当該各号に定める月とする。 

(1) この条の第１項第１号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月（その日が

月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月） 

(2) この条の第１項第２号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月 

(3) この条の第１項第３号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月（月の

初日に急きょ産前休暇を取得又は入院することとなり、月の初日から末日までの期

間の全日数にわたって通勤しないこととなることが予見できなかった場合にあっ

ては、当該通勤しないこととなる月。ただし、その月に１箇月定期券の価額を運賃

等相当額として支給する場合は、当該通勤しないこととなる月の前月） 

５ この条の第２項第１号の規定により払戻金相当額を算出する場合には、連絡割引定

期券を発行する交通機関及び相互乗り入れ区間を有する交通機関にあっては、これら

に係る交通機関を一つの交通機関とみなす。 

 ６ この条の第２項第２号イの「総務局長の定める額」は、次に掲げる額の合計額とす

る。 

(1) この条の第２項第２号イに定める最も長い支給単位期間（以下「最長支給単位期

間」という。）において使用されるべき定期券のうちその通用期間の始期が事由発

生月の翌月以後であるものの価額 

(2) 最長支給単位期間において使用されるべき規則第５条第２号に定める額にこの

条の第２項第２号イに規定する月数（次号において「残月数」という。）を乗じて

得た額 

(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自転車等に係る規則第９条に定める



  

額に残月数を乗じて得た額 

 ７ この条の第３項の規定により事由発生月の翌月以降に支給される給与からこの条

の第２項に定める額を差し引く場合には、差し引くことについて職員に確認したうえ、

返納に係る通勤手当が支給された日の属する月から６箇月を超えない範囲内で支給

される通勤手当から一時に差し引く。ただし、当該通勤手当の額がこの条の第２項に

定める額に満たない場合には、差し引くことについて職員に確認したうえ、その日の

属する月から６箇月を超えない範囲内で支給される通勤手当その他の給与（期末手当

及び勤勉手当を除く。）から一時に差し引く。 

第16条関係 

   総務局長は、確認の結果、規則及びこの運用方針等に定める基準に照し、通勤手当

の支給額が不適正であり、通勤手当の支給を停止し、又は支給額を減額する必要があ

ると認めるときは、当該通勤手当の額が規則第11条の規定により決定せられた時点

（通勤手当の支給額が不適正となった時点について証明があったときは、その時点）

にさかのぼって、支給を停止し、又は支給額を減額して改定しなければならない。  

 

附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第10条関係第１項の改正規定は、

通知の日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成28年３月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、通知の日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の通勤手当支給規 

則の運用方針についての様式（次項において「旧様式」という。）により使用されてい

る書類は、この規程による改正後の通勤手当支給規則の運用方針についての様式による



  

ものとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

附 則 

この規程は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年１月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の通勤手当支給規則

の運用方針についての様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている

書類は、この規程による改正後の通勤手当支給規則の運用方針についての様式によるも

のとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

  附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る届出を受理した

日の取扱いについては、なお従前の例による。 

   附 則 

この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年 10月１日から施行する。 

附 則（令４.３.31 人事給 52） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令６.３.29 総務給 46） 

この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

 


